
４ ３ ２ １
平 及 記 及
成 び 大 第 大 び 大 大
十 別 麻 五 麻 別 麻 麻
四 記 の 号 草 記 取 取
年 第 栽 様 の 第 扱 扱
十 六 培 式 種 二 者 者

北 海

二 一 ◇
の 大

内 規 大 趣 麻
容 則 麻 旨 取
を 取 締
制 扱 法
定 者 施
す の 行

道 公 報

〇 〇 〇 〇
北 北 北 北
海 海 海 海
道 道 道 道
公 職 議 企
安 道 員 道 会 道 業 道
委 公 等 人 告 議 職 企
員 安 の 事 示 会 員 業
会 委 育 委 の 告 給 管

号外第

〇 〇 〇 〇 〇
北 建 北 北 大
海 築 海 海 麻
道 基 道 道 取
財 準 海 沿 締
務 法 洋 岸 法 規
規 施 生 漁 施
則 行 物 業 行
の 細 資 改 細

号

二 号 の の 子 号 免 の
月 様 目 二 の 様 許 免
二 式 的 関 譲 式 証 許
十 の 等 係 渡 の の 申
七 二 の ） の 二 返 請
日 関 変 。 届 関 納 に

係 更 出 係 の 係
） の の ） 届 る
。 届 手 。 出 添
出 続 の 付

金 の に 手 資
手 つ 続 料

曜 続 い に に

る 免 細
こ 許 則
と 申 の
と 請 一
し の 部
た 添 を
。 付 改
書 正
類 す
等 る
に 規
つ 則
い （

公

布

さ

れ

た

規

則

規 員 児 員 左 示 与 理
則 会 休 会 横 規 規
の 規 業 規 書 程 程
左 則 に 則 き の
横 関 の 一
書 す 実 部
き る 施 改
の 規 等 正
実 則 に
施 の 関
等 一 す
に 部 る
関 を 規

一 則 源 善 則 則 目
部 の 採 資 の
を 一 捕 金 一
改 部 数 貸 部
正 を 量 付 を
す 改 等 規 改
る 正 報 則 正
規 す 告 の す
則 る 規 一 る
規 則 部 規
則 の を 則
一 改 次
部 正

に て つ つ
日 つ 定 い い

い め て て
て る 定 定
定 こ め め
め と る る
る と こ こ
こ し と と
と た と と
と し し（
し 第 た た
た 六 （ （

条 第 第（
第 の 四 三

て 規
所 則
要 第
の 百
改 十
正 六
を 号
行 ）
う
こ
と
と
す
る

の

あ

ら

ま

し

す 改 程
る 正
規 す
則 る

規
則

（ （
道 企
議 業
会 局
事 総
務 務
局 課

を す
改 る
正 規
す 則
る
規
則

（
出 （ （ （
納 建 資 水
局 築 源 産 （
総 指 管 経 薬
務 導 理 営 務 発行
課 課 課 課 課

北 海 道
（総務部法制文書課）

七 二 条 条
条 及 第 関
の び 二 係
二 別 項 ）

。

二 一 ◇ 三
と 建

施 し 建 趣 築 こ 施
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を 許 一 て た る
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を う と 地 地 ら す 麻
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